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総がかり取手大行動のデモ行進  

上野たかし県議  加増みつ子市議  遠山ちえ子市議  鈴木きよし市議  せきど勇市議   小池えつ子市議 

 

戦
争
さ
せ
な
い
・
９
条
壊
す
な
！

総
が
か
り
行
動
実
行
委
員
会
（
２８

団
体
）
が
呼
び
か
け
た
、
戦
争
法
廃

止
を
求
め
る
統
一
２
０
０
０
万
人

署
名
は
、
１１
月
３
日
か
ら
全
国
各

地
で
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。 

  

取
手
で
は
、
呼
び
か
け
に
こ
た
え

て
４
回
の
集
会
と
デ
モ
を
主
催
し

た
「
総
が
か
り
取
手
行
動
実
行
委
員

会
（
１９
団
体
）」
は
、
２
万
人
目
標

で
取
り
組
む
こ
と
を
確
認
。
運
動
を

ス
タ
ー
ト
さ
せ
ま
し
た
。 

■髙木晶市委員長  ■上野たかし県議 

■加増みつ子市議  ■遠山ちえ子市議 

■鈴木きよし市議  ■関戸  勇 市議 

■小池えつ子市議 

 

 

  トーク集会＆デモ 

 （木） 

１３：３０ 取手福祉会館 

１４：４０ デモスタート取手駅西口へ 

戦争させない・９条壊すな総がかり取手行動

実行委員会（１６の市民団体と政党日本共産

党、社民党、取手生活者ネットワーク） 

日本共産党 

志位和夫委員長 

今度の参院選の対決

軸は、立憲主義・民主

主義か、反立憲主義・

独裁政治かです。立憲

主義・民主主義を取り

戻そうというすべての

勢力が団結して勝利を

勝ちとろう。未来は若

者のもの。力を合わせ

憲法の立憲主義・民主

主義・平和主義が貫か

れる新しい政治、・社会

をつくろう。 

民主党 

 福山哲郎参議員 

（来年の）参院

選で野党が３２の

１人区で圧倒的に

勝利すれば、参院

で安保法廃止の法

案を提出して、安

保法にブレーキを

かける。政党は自

分たちのエゴを出

さず、野党は一緒

に戦うことにな

る。その準備を

我々もしたい。 

維新の党 

初鹿明博衆議員 

安倍首相と連携し

たい人たちは大阪

（維新）に出ていっ

た。もう安保法制反

対で志位さんと握手

して怒る人はいなく

なったので今日は

堂々と来た。原発や

沖縄問題など民主主

義を冒涜する安倍政

権を退陣させるた

め、参院選で野党が

団結し、あらゆる悪

法を止めていく。 

社民党  

山としひろ 

江南市議 

参院選であら

ゆる団体・個人と

連携していく。 

戦争法廃止を 

 

１１月１４日、シールズ東海は「安保法制に反対する名古屋市街

宣」を実施。日本共産党の志位委員長はじめ、他野党各議員も参加

しスピーチしました。各野党スピーチの一部を紹介します。 

 

 

旧取手一中・井野小跡地の利活用に関

する市主催の懇談会が、７日・１５日に

井野公民館で行われ、両日で１２０名余

が参加。加増みつ子・小池悦子市議も参

加しました。懇談会では「防災の拠点に」

「民間への売却はしないとあり、ホット

した。市民参加で進めてほしい」「多世

代交流ができる場」「公民館的役割の施

 

常総市豪雨・洪水災害

募金。日本共産党県委

員会は、238 万円、内

取手市委員会扱いは、

30 万です。常総市、古

河市、筑西市、境町に

とどけました。 

（11 月 15 日現在） 

設」「子育て支援の場」「特養ホームを」

「市民の声を反映させ、市民協働で市民

の意見が言えるように」など活発な意見

が出されました。市は、「出された意見

はホームページで報告する。地元の人と

一緒に考える市民会議なども視野に入

れ進めていきたい」としています。市に

働きかけ、市民参加での跡地利用の検討

を進めていきましょう。 



明るい取手                                         2015年 11月 22日号 

 

とう 取手生活と健康を守る会（代

表 相楽依久雄）は１３日、「こ

とバス運行の改善や公共施設

のバリアフリー化等」を求め市

と交渉を行いました。市側から

は、都市部長らが出席。加増み

つ子・小池えつ子党市議も参加

しました。市交渉でのやり取り

の主なものは次のとおりです。 

 

 

 

マイナンバーって何ですか 

日本に住むすべての国民・外国人に割り振られる１２ケタの番号。住

民票コード、基礎年金番号、健康保険証の記号・番号などの個人情報を、

１つの番号をキーにして「名寄せ」できるようにする。日本共産党は、

重大な問題を持つマイナンバー制度に一貫して反対し、今も制度の凍

結・中止を求めています。（日本共産党発行の「女性のひろば」を参照し記載） 

市
役
所
か
ら
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
通
知
が
来
ま

し
た
。「
通
知
カ
ー
ド
」「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」

と
は
何
？
作
ら
な
い
と
ど
ん
な
不
便
？ 

 

郵
便
書
留
で
届
く
あ
な
た
の
番
号
を
知
ら

せ
る
「
通
知
カ
ー
ド
」
と
は
別
に
「
個
人
番
号

カ
ー
ド
」
は
来
年
１
月
か
ら
希
望
者
に
発
行
さ

れ
る
IC

チ
ッ
プ
内
蔵
の
顔
つ
き
カ
ー
ド
で

す
。
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」
の
用
途
は
当
面
は

身
分
証
明
が
中
心
な
の
で
、
管
理
が
心
配
な
人

は
あ
え
て
申
請
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

万
一
無
く
し
て
し
ま
っ
た
ら
？ 

 

す
ぐ
に
警
察
に
届
け
２４

時
間
３
６
５
日
対

応
の
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
（
０
５
７
０
・
７
８

３
・
５
７
８
）
に
連
絡
を
。
電
話
す
れ
ば
「
個

人
番
号
カ
ー
ド
」
の
IC

チ
ッ
プ
を
す
ぐ
に
使

用
停
止
し
て
く
れ
ま
す
。 

通
知
カ
ー
ド
が
届
か
な
い
人
や
高
齢
者

な
ど
で
管
理
が
難
し
い
人
は
？ 

 

届
い
て
な
く
、
受
け
取
り
た
い
場
合
は
自
治

体
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。 

自
治
体
は
全
住
民
の
番
号
を
把
握
し
て
お
り
、

必
要
な
全
住
民
の
番
号
は
把
握
し
て
い
る
の

で
、
高
齢
な
ど
で
管
理
が
難
し
い
人
に
は
「
通

知
カ
ー
ド
」
を
手
元
に
置
か
な
い
選
択
が
で
き

る
よ
う
す
べ
き
で
す
。 

 

零
細
業
者
は
悲
鳴
。
個
人
だ
け
で
な
く
業

者
に
も
影
響
が
あ
る
の
か
？ 

 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
に
よ
り
、
事
業
所
は
ア
ル

バ
イ
ト
も
含
め
扶
養
家
族
の
個
人
番
号
も
集

め
る
必
要
あ
り
。
そ
の
源
泉
徴
収
や
社
会
保
障

関
係
の
書
類
に
番
号
を
記
載
し
、
役
所
に
提
出

す
る
こ
と
が
法
律
上
の
義
務
と
さ
れ
て
い
る
。

業
者
は
集
め
た
番
号
は
厳
重
に
管
理
せ
ね
ば

な
ら
ず
、
経
済
的
に
も
精
神
的
に
も
大
き
な
負

担
。 

 会
社
に
自
分
の
扶
養
家
族
の
番
号
を
教

え
た
く
な
い
が
・
・
・
。 

 

拒
否
を
す
れ
ば
会
社
と
の
ト
ラ
ブ
ル
に
な

っ
て
し
ま
う
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。
実
際
に
は

役
所
は
書
類
に
番
号
が
書
か
れ
て
な
く
て
も

住
民
台
帳
シ
ス
テ
ム
を
使
い
そ
の
人
の
番
号

を
知
る
事
が
で
き
る
の
で
、
会
社
へ
の
番
号
提

供
を
拒
否
し
て
も
、
あ
ま
り
意
味
が
な
い
。
根

本
的
に
は
制
度
を
廃
止
す
る
し
か
あ
り
ま
せ

ん
。 

 な
ぜ
実
施
す
る
の
か
。
そ
も
そ
も
何
の
た
め
？  

 

国
民
に
と
っ
て
は
ほ
と
ん
ど
メ
リ
ッ
ト
は

な
い
が
、
行
政
に
と
っ
て
は
メ
リ
ッ
ト
は
あ
り

ま
す
。
こ
の
制
度
に
よ
っ
て
国
民
一
人
ひ
と
り

の
所
得
や
資
産
、
健
康
な
ど
の
情
報
を
得
て
、

医
療
や
社
会
保
障
の
負
担
増
、
給
付
減
に
利
用

す
る
こ
と
が
一
番
の
目
的
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制

度
は
大
掛
か
り
な
も
の
で
、
国
は
シ
ス
テ
ム
構

築
か
ら
カ
ー
ド
発
行
経
費
、
広
告
費
用
な
ど
初

年
度
だ
け
で
も
３
４
０
０
億
円
。
そ
の
特
需

で
、
一
部
大
企
業
は
大
儲
け
と
い
う
図
で
す
。 

●１０月の「ことバス運行」の変更で、意見や苦情が多く

上がっているが。 

【回答】便数を増やしてほしいなど意見が多数よせら

れている。アンケート結果を見て検討する。 

●市民会館通りの運行及び、語らいの郷～取手東病院～藤

代方面の運行廃止はなぜか。 

【回答】いずれも民間バスとの調整を図るため 

●中央循環東ルートと西ルートの増便は歓迎するが、往復

便でなく片周りとなり不便。 

【回答】行きの時間と帰りの時間の合計がどこらから

乗っても平等な所要時間となるようにした。

（例えば、行きルートは１０分で帰りは別ルー

トで４０分。または、行は４０分、帰りは１０

分となるので平等） 

●取手駅西口～グリスポ～戸頭間のことバスと関鉄バス

（関鉄に申し入れ）の増便を。 

【回答】ことバス便はこれまでどおり。減らしてない 

●ルート変更で路線利用できず、使用する事ができなくな

った回数券は、市の窓口も含め各発売所で払い戻すこと。

払い戻しを市報で知らせる、払戻期間を伸ばすこと。 

【回答】払い戻しは市窓口ではできない。ボックスヒ

ル１F、寺原駅、大利根交通で。 

市報でのお知らせはしない、期間は１１月中ま

でとするが多少の期間延長はある。 

●取手駅構内へのエレベーター設置のために市は６月議会

に１０８０万円の調査費を計上したが、その後の JR 協議

など進捗状況は？ 

【回答】JR と事前調査をしている。基本的には設置に

向け来年３月までに調査終了予定。 

●大利根橋下流の利根川堤防の階段に手すり設置を。 

【回答】国の設置ではなくなり、市が設置することに

なった。区長・自治会長を通し市に要望してほ

しい。 

●周辺の駐車場料金より高い、ウェルネスプラザ駐車場料

金の引き下げを。 

【回答】周辺の商業施設ビルの駐車場より料金を高く

しているのは、市民がそこで買い物をするなど

で、周辺が活性化するように考えての設定。 

この回答に対し申し入れ参加者・加増議員らは「それ

では何のために市は公費で駐車場をつくったのか」と抗

議しました。市は、「オープンして１か月なので、状況を

見る」としました。 


